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前回もお話ししましたが、やはり気象庁の梅雨入り宣言と共に関東の梅雨は明けたのでし
ょう。毎日３０度を超える日が続き、たまに雨の日はあるものの雨ばかりだった５月に比
べればほとんど降らない、正に夏の天気です。毎年感じる夏の異常気温で「温暖化」を意
識していましたが、かつて五月晴れと言われる日が多かった５月が梅雨に変わり、かつて
の梅雨入り時期に梅雨明けとなる最近の季節感こそ、「温暖化」なのかも知れません。日
本には、もう春と秋は存在していないかもですね。

カスハラ・就活セクハラ対策を盛り込む法改正が行われます

６月４日、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に
関する法律等の一部を改正する法律が参議院本会議で可決・成立しました。一部を除き、
公布の日から起算して１年６月以内で政令で定める日に施行されます。

１．改正の概要
（１）カスハラ・就活セクハラハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用
機会均等法】
① カスタマーハラスメント（※）を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義
務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国
、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。

※ 職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事
業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他
の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境
を害すること

② 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必
要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、求職者等に対するセクシュアルハラス
メントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務を明確化する。

③ 職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成す
るために、啓発活動を行う国の責務を定める。

（２）女性活躍の推進【女性活躍推進法】
① 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が１０１
人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付ける。

② 女性活躍推進法の有効期限を令和１８年３月３１日まで、１０年間延長する。
③ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行
われるべき旨を、基本原則において明確化する。

④ 政府が策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント
対策を位置付ける。

⑤ 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度（プラチナえ
るぼし）の認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の
内容を公表していることを追加する。

⑥ 特定事業主行動計画に係る手続の効率化を図る。

（３）治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】
① 事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努
力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整
備する。

【厚生労働省「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
に関する法律等の一部を改正する法律案の概要」】
https://www.mhlw.go.jp/content/001438881.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html


